
少年警察活動推進上の留意事項について（例規通達） 

 少年警察活動については、少年警察活動規則（平成 14年国家公安委員会規則第 20号。

以下「規則」という。）及び「少年警察活動推進上の留意事項について」 

（令和４年８月２日付け富少安第 1892 号。以下「旧通達」という。）に基づき実施してい

るところであるが、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿

態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第 67 号）の施行に伴い、

少年警察活動推進上の留意事項について新たに下記のとおり定めたので、これにより少年

警察活動を積極的かつ効果的に推進することとされたい。 

 なお、旧通達は廃止する。 

記 

第１ 基本的事項 

 １ 少年警察活動の根拠法令 

   少年警察活動に関しては、警察法（昭和 29年法律第 162号）、警察官職務執行法（昭

和 23年法律第 136号）、少年法（昭和 23年法律第 168号）、刑事訴訟法（昭和 23年法

律第 131号）、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）、児童虐待の防止等に関する法律

（平成 12 年法律第 82 号）、犯罪捜査規範（昭和 32 年国家公安委員会規則第２号。以

下「規範」という。）、規則その他の法令（地方公共団体の条例等を含む。）がその根拠

となる（規則第１条第２号）。規則第１条第２項の「地方公共団体の条例」としては、

富山県青少年健全育成条例（昭和 52年富山県条例第４号）が挙げられる。 

２ 少年警察活動の基本 

少年警察活動を行うに際しては、次に掲げる事項を基本とする（規則第３条）。 

⑴ 健全育成の精神 

少年警察活動の目的である「少年の健全な育成」を期する精神をもって当たると

ともに、少年の「規範意識の向上及び立直りに資する」よう配意するものとする（規

則第３条第１号）。「規範意識の向上」は、少年の非行防止に不可欠な要素であり、

また、「立直り」とは、非行少年及び不良行為少年が立ち直ることのみならず、被害

少年がその精神的打撃から立ち直ることも含むものである。 

少年警察活動を行うに当たっては、少年が立ち直ってこそ「少年の健全な育成」

という最大の目的が達成されることに留意すること。 

また、少年警察活動に携わる者は、「少年の健全な育成」を期するため、人格の向

上と識見の涵
かん

養に努め、少年及び保護者その他の関係者の信頼が得られるように努

めるものとする。 

⑵ 少年の特性の理解 



少年の心理、生理その他の特性に関する深い理解をもって当たるものとする（規

則第３条第２号）。これは、少年が心身共に成長期にあって環境の影響を受けやすい

こと、可塑性（少年が非行から立ち直る可能性を意味する。）に富むこと等を理解

する必要性を示したものである。 

⑶ 処遇の個別化 

少年の性行及び環境を深く洞察し、非行の原因の究明や犯罪被害等の状況の把握

に努め、その非行の防止及び保護をする上で最も適切な処遇の方法を講ずるように

するものとする（規則第３条第３号）。これは、個別の少年の特性に応じて最善の処

遇を講ずることの必要性及びその前提として少年自身とその環境を深く洞察し問題

点を把握することの必要性を示したものである。 

⑷ 秘密の保持 

秘密の保持に留意するものとする（規則第３条第４号）。これは、少年その他の関

係者のプライバシーに配慮する必要性を示したものである。非行少年に係る事件の

捜査又は調査（以下「捜査・調査」という。）、不良行為少年の補導、少年相談等に

より知り得た秘密を漏らしてはならないことは当然のことであるが、特に、少年の

立ち直りを期する上では、少年その他の関係者に秘密の保持について不安を抱かせ

ないことが重要であることから、これに配意するものとする。 

⑸ 国際的動向への配慮 

少年の非行の防止及び保護に関する国際的動向に十分配慮するものとする（規則

第３条第５号）。「国際的動向」としては、例えば、児童の権利条約の採択、児童の

商業的性的搾取に関する取組が世界的に行われていることが挙げられるが、このよ

うな国際的な動向に十分配慮する必要性を示したものである。 

なお、これらの動向を踏まえて、日本人が国外において敢行する児童買春事犯、

インターネットを利用した児童ポルノ事犯等の積極的な取締り及び児童の性的搾取

等の防止のための広報啓発を強力に推進するものとする。 

第２ 少年警察の体制等 

１ 少年警察部門 

   少年警察部門とは、少年警察活動を所掌する部門をいう（規則第４条第１項）。 

具体的には、警察本部生活安全部人身安全・少年課（以下「人身安全・少年課」と

いう。）及び警察署の生活安全課又は刑事生活安全課をいう。 

２ 少年補導職員 

⑴ 少年補導職員とは、特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動を行わ

せるため、その活動に必要な知識及び技能を有する警察職員（警察官を除く。）のう



ちから警察本部長が命じた者をいう（規則第２条第 13号）。 

なお、富山県警察においては、少年補導職員を少年警察補導員という。 

少年警察補導員は、少年警察活動の推進に当たっては、少年相談、継続補導、被

害少年に対する継続的な支援、その他必要な活動について誠実に職務を遂行し、次

に掲げるところにより勤務するものとする。 

ア 勤務に当たっては、常に少年警察補導員の証（別記様式第１号）を携帯すると

ともに、必要があるときは、これを提示すること。 

イ 勤務中に取り扱った事項については、必要な書類にその状況を記録すること。 

⑵ 少年法第６条の２第３項の規定に基づき、警察官は、触法少年事件（触法少年に

係る事件をいう。以下同じ。）について、少年の心理その他の特性に関する専門的知

識を有する警察職員（警察官を除く。）に、押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託を除く

調査をさせることができる。警察本部長は、少年法第六条の二第三項の規定に基づ

く警察職員の職務等に関する規則（平成 19年国家公安委員会規則第 23号。以下「警

察職員の職務等に関する規則」という。）第１条の規定に基づき、少年補導職員の

うちから、低年齢少年に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を

受け、専門的知識を有すると認められる者を、当該警察職員に指定することができ

る。 

また、当該警察職員は、上司である警察官の命を受け、触法少年事件の原因及び動

機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を

明らかにするために必要な調査を行うことができる。 

ここでいう教育訓練とは、触法少年事件の調査（以下「触法調査」という。）のた

めに必要な専門的知識である、可塑性に富むなどの低年齢少年一般の特性及び発達

障害等の特別な事情を持つ少年の特性並びに低年齢少年等の特性を踏まえた質問等

の調査要領についての研修等をいう。 

また、当該警察職員は、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有するこ

とから、上司である警察官の命を受け、ぐ犯少年事件（ぐ犯少年に係る事件をいう。

以下同じ。）の調査（以下「ぐ犯調査」という。）も行うことができる（規則第 28条）。

この場合において、警察本部長は当該警察職員の指定に係る教育訓練の際にぐ犯調

査の実施要領についての指導教養も実施すること等により、適正な職務執行を確保

するものとする。 

なお、特定少年に該当する少年は、ぐ犯少年には該当しないことに留意すること

（規則第２条第５号）。 

 ３ 少年サポートセンター 



   少年サポートセンターとは、警察本部の内部組織のうち、少年補導職員等を配置し、

専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動

について中心的な役割を果たすための組織として警察本部長が定めるものをいう（規

則第２条第 14号）。 

また、少年サポートセンターについては、地理的状況や業務負担等を勘案して、複

数の設置や支所の設置に努めるものとする。 

 ４ 警察本部長及び警察署長の職務等 

   警察本部長及び警察署長（以下「警察本部長等」という。）は、少年警察活動の重要

性を認識し、その効果的な運営及び適正な実施を図るため、少年警察活動全般の指揮

監督に当たるものとし、職員の合理的配置、装備資機材・施設の整備等部内の体制の

確立を図るよう努めるものとする。 

また、少年警察部門とその他の警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする（規

則第４条第１項）。 

   警察署長（警察本部の職員が少年警察活動を行う場合にあっては、当該職員の属す

る所属の長。以下「警察署長等」という。）は、所属職員の行う少年警察活動に関し、

各級幹部を的確に指導掌握するとともに、個々の事案について、おおむね次の事項に

ついて自ら行うものとする。ただし、警察本部長が直接指揮すべき事件、事案又は事

項として警察本部長が定めたものを除く。 

ア 捜査主任官又は調査主任官を指名すること。 

  イ 少年の被疑者、触法少年であると疑うに足りる相当の理由のある者若しくはぐ犯

少年と認められる者又は重要な参考人の呼出し並びに面接（捜査・調査の対象となっ

ている少年に対する取調べ及び質問を含む。以下同じ。）の要否及び方法を決定す

ること。 

  ウ 強制措置及びその解除の要否を決定すること。 

  エ 関係機関への送致若しくは送付又は通告（以下「送致等」という。）その他の措置

を決定すること。 

  オ 関係機関への送致等に際して付すべき処遇意見を決定すること。 

カ 継続補導の要否を決定すること。 

  キ 被害少年の継続的な支援の要否を決定すること。 

   少年警察活動が全ての警察部門に関わる警察活動であることに鑑み、警察本部長等

は、警察職員に対して適切かつ効果的な教養を実施するものとする（規則第４条第２

項）。 

 ５ その他の総則的事項 



⑴ 関係機関、ボランティア等との連携 

少年警察活動は、学校、家庭裁判所、児童相談所その他の少年の健全な育成に関

係する業務を行う機関又は少年の健全な育成のための活動を行うボランティア若し

くは団体との連携と適切な役割分担の下に行うものとする（規則第５条）。「その他

の少年の健全な育成に関係する業務を行う機関」とは、県市町村の青少年担当課、

児童相談所、教育委員会、精神・保護・福祉機関、検察庁等である。 

「少年の健全な育成のための活動を行うボランティア若しくは団体」の例として

は、少年補導員等の少年警察ボランティア及びその団体、市町村等において委嘱さ

れている少年補導委員、ＰＴＡ等が挙げられる。 

また、関係機関等との連携に際しては、警察から協力を求めるほか、相手方が主

体となって実施する活動にも積極的に協力するものとする。 

⑵ 早期発見 

非行少年、不良行為少年、被害少年、要保護少年及び児童虐待を受けたと思われ

る児童については、街頭補導等を適切に実施するなどして早期に発見するよう努め

るものとする（規則第６条）。警察職員は、非行少年又は児童相談所への通告が必要

と認められる要保護少年若しくは児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合

には、次の事項を警察署長等に報告するものとする。この場合において、生活安全

部人身安全・少年課長（以下「人身安全・少年課長」という。）以外の所属長がこの

報告を受けたときは、当該報告に係る事項を人身安全・少年課長に速やかに連絡す

るものとする。 

ア 少年の氏名、年齢及び住居 

イ 少年の職業及び勤務先又は在学する学校及び学年 

ウ 保護者の氏名、住居、職業及び少年との続柄 

エ 事案を発見した経緯及び事案の概要 

オ 発見者の執った措置 

カ その他必要と認められる事項 

なお、必要と認められる場合には、警察本部長の定めるところにより、不良行為

少年、被害少年等についても前記の報告を行うことができるものとする。 

第３ 一般的活動 

 １ 街頭補導 

   街頭補導は、自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することの

ないよう注意して行うものとする（規則第７条第１項）。これは、責任の所在を明らか

にし、街頭補導の適性を確保するとともに、少年の信頼を得て事後の助言又は指導を



円滑に行うためである。 

街頭補導は、道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風

俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において行うものとする。「そ

の他の公共の場所」には、公園、広場等の不特定多数の者が自由に利用し、又は出入

りする場所が広く含まれ、「その他の多数の客の来集する施設」には、興行場、デパー

ト等の不特定多数の客の来集を予定した施設が広く含まれる。 

また、「その他の少年の非行が行われやすい場所」には、性風俗関連特殊営業や女子

高校生に扮するなどしてサービスを提供するいわゆる「JKビジネス」の営業所、盛り

場、深夜に営業する飲食店、インターネットカフェ、カラオケボックス、コンビニエ

ンスストア及びその周辺その他少年のたまり場となりやすい場所が広く含まれる。 

   街頭補導は、これらの場所を重点とし、関係機関、ボランティア等との連携に配意

（規則第７条第２項）しつつ、管内の実態に即して計画的に実施するものとする。 

また、公共の場所以外の施設等で街頭補導を行うときは、当該施設等の管理者の同

意を得ることが必要である。 

少年から事情を聴取し、又は注意、助言、指導等を行う場合においては、人目に付

かないように配意するものとする。 

２ 少年相談 

少年又は保護者その他の関係者から少年相談を受けたときは、懇切を旨として、そ

の内容に応じ、指導又は助言、関係機関への引継ぎその他適切な処理を行うものとす

る（規則第８条第１項）。少年相談は、原則として少年サポートセンターに配置された

少年警察部門において取り扱うものとし、少年警察部門以外の部門に属する警察職員

が少年相談を受けた場合には、少年警察部門に属する警察職員に引き継ぐものとする。

ただし、当該相談を自ら処理することが適当であると認めた場合においては、所属長

に報告し、少年警察部門に属する警察職員に連絡した上、自ら当該相談を処理するこ

とができるものとする。 

少年相談は、少年サポートセンター等少年警察部門の職員が配置された施設内にお

いて行うことが原則であるが、必要な場合には、関係者が落ち着いて相談のできる適

当な場所に出向いて行うことを考慮するものとする。 

少年相談に関連して、少年警察部門の所掌に属しない事案について相談を受けたと

きは、当該事案を担当すべき他の警察部門又は関係機関に引き継ぐなど相談者の立場

に立った適切な対応をするものとする。 

３ 継続補導 

少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場



合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友その他の環境について相当の改

善が認められるまでの間、本人に対する助言又は指導その他の補導を継続的に実施す

るものとする（規則第８条第２項）。継続補導は、少年に対する助言、指導、カウンセ

リング等を通じて行うものであり、専門的な知識及び技能を必要とし、継続的に実施

することを要する活動である。このため、原則として、少年補導職員等が実施するも

のとする（規則第８条第３項）が、やむを得ない理由がある場合には、少年サポート

センターの指導の下、少年警察部門に属するその他の警察職員が実施するものとする。

「少年サポートセンターの指導の下」とは、少年サポートセンターから個別具体的な

指導を受けることのほか、少年サポートセンターに対し継続補導の経過に係る一般的

な報告を行い、少年サポートセンターから専門的な事項について指導を受けるなどの

連携を保つことを含む。 

   少年サポートセンターにおいては、継続補導の適切な実施のため必要があるときは、

保護者の同意を得た上で、これを学校関係者その他の適当な者と協力して実施するも

のとする（規則第８条第４項）。これは、これらの者と協力して継続補導を行う場合に

は、関与する者が多くなることから、少年のプライバシーに配慮する必要性に鑑み、

保護者の同意を得ておくこととしたものである。 

また、少年サポートセンターの指導の下、少年警察部門に属するその他の警察職員

が継続補導を行う場合においても、これらの者と協力して継続補導を行うことができ

るが、この場合にも、保護者の同意を得ておく必要がある。 

なお、特定少年に対して継続補導を実施する場合には、本人の同意を得るものとす

る（規則第８条第５項）。 

４ 少年の規範意識の向上等に資する活動 

広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等

のスポーツ活動その他の少年の規範意識の向上又は社会の一員として意識の涵
かん

養に資

するための体験活動については、学校その他の関係機関等が実施する少年の健全な育

成のための活動との適切な役割分担の下、少年警察活動に関する知見、警察職員の能

力その他警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする（規則第９条）。 

これは、少年の非行の防止や保護のためには、少年に対してその身体的・精神的よ

りどころとなる居場所を提供することが重要であるとの考え方による。具体的には、

公園の清掃、落書き消し等の環境美化活動、福祉施設の訪問、生産体験活動その他の

社会参加活動、警察署の道場等における少年柔剣道教室、スポーツ大会はもとより、

少年の居場所づくりに資する多種多様な活動を新たな発想に基づき推進することが期

待されるものである。 



また、この種の活動を効果的に実施するためには、学校その他の関係機関等が実施

する少年の健全な育成のための活動との役割分担に配意すること及び警察が有する少

年警察活動に関する知識、経験その他の専門性を生かすことが重要である。 

５ 情報発信 

少年警察活動については、少年の健全な育成に関する県民の理解を深めるため、少

年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信

するものとする。この場合においては、関係機関との協議会の開催、関係機関が開催

する講習会等への協力その他の適切な方法により、少年警察活動に関する専門的な知

見が関係機関等における少年の健全な育成のための活動に反映されるよう配慮するも

のとする（規則第 10 条）。これは、少年警察活動については、家庭、学校、地域社会

と一体となって取り組むことが極めて重要であることに鑑み、県民に少年の非行情勢

や犯罪被害の実態を広く周知し、少年警察活動に対するより深い理解と積極的な協力

を得るとともに、県民、関係機関、民間ボランティア団体等の自発的な活動を促し、

支援するために、関係する情報を積極的に発信すべきであるとの考え方による。 

また、情報発信に際しては、いわゆる学校警察連絡協議会をはじめとする関係機関

と開催する協議会の場を活用して具体的な意見交換を行い、又は学校等の関係機関に

おいて開催する講習会等に積極的に協力し、警察における取組状況を説明するなど、

少年警察活動に関する専門的な知識、技能、情報等が、関係機関等における少年の健

全育成に向けた各種の活動に効果的に反映されるように配慮するものとする。 

なお、少年警察活動については、情報発信の前提として、また、少年の非行の防止

と保護を図るための施策に資するため、常に、少年警察活動に関する基礎的な資料を

整備し、活用するよう努めるものとする。 

 ６ 有害環境の影響の排除に係る知事への連絡等 

警察本部長等は、少年が容易に見ることができるような状態で性的好奇心をそそる

写真、ビデオテープその他の物品が販売されていることその他の少年の心身に有害な

影響を与える環境（以下「有害環境」という。）があると認めるときは、知事その他の

関係行政機関に対し、その旨を連絡するものとし、広報啓発その他の地域における民

間公益活動、酒類販売業者等の事業者による顧客の年齢確認その他の民間における有

害環境の少年に対する影響を排除するための自主的な活動に関し、その求めに応じ、

必要な配慮を加えるものとする（規則第 11条）。「その求めに応じ」とは、押し付けや

相手方の意思に反して行うことを排する趣旨であり、少年警察ボランティアによる街

頭補導活動や有害図書の自動販売機の撤去運動、20歳未満の者の飲酒及び喫煙を防止

するための関係業者、業界団体のキャンペーン等の民間の自主的な活動を積極的に支



援し、協力することを妨げるものではない。 

第４ 非行少年全般についての活動 

 １ 捜査・調査の組織 

⑴ 捜査・調査を行う部門 

犯罪少年事件（犯罪少年に係る事件をいう。以下同じ。）の捜査、触法調査及び

ぐ犯調査については、少年の特性に配意しつつ、個々の少年の適正な処遇に努めな

ければならないことに鑑み、警察本部長又は警察署長は、原則として、これを少年

警察部門に属する警察官に行わせるものとする（規則第 12条第１項）。 

しかしながら、各警察署における少年警察部門の人的体制や各部門間の役割分担

の状況には差違があることから、警察本部長は、事件の内容及び当該警察署の実情

を勘案して、非行少年に係る事件のうち少年警察部門以外の部門に属する警察官に

捜査・調査を行わせるものの範囲を定めるものとする。少年警察部門以外の部門に

属する警察官に捜査・調査を行わせることが適当な事件の例としては、 

ア 20歳以上の被疑者を主とする事件に関連する犯罪少年事件 

イ 少年法第 20 条第２項又は第 62 条第２項の規定により、原則として家庭裁判所

から検察官に送致されることとなる犯罪少年事件 

ウ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪又は死刑若しくは無期若しくは短

期２年以上の拘禁刑に当たる罪に係る犯罪少年事件 

エ 事件の内容が複雑かつ重要であり、少年警察部門以外の部門に属する警察官に

捜査させることが適当であると認められる犯罪少年事件 

オ 交通法令違反（犯罪統計細則（昭和 46年警察庁訓令第 16号）第２条第２号に

規定する罪をいう。以下同じ。）に係る犯罪少年事件又は触法少年事件 

カ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成 25年法律

第 86号。以下「自動車運転死傷処罰法」という。）に規定する罪又は交通事故に

係る刑法に規定する罪に係る犯罪少年事件又は触法少年事件 

等が挙げられる。この場合において、警察本部長又は警察署長は、第４の１⑶に定

める少年事件選別主任者に対し、少年の特性に配慮した捜査・調査が行われるよう、

捜査・調査の経過について常に把握させるものとする。 

また、必要があると認めるときは、少年に対する面接を少年警察部門に属する警

察官に行わせることについても配意するほか、必要な支援を行わせるものとする（規

則第 12条第２項）。支援の例としては、 

ア 少年の特性に配慮した捜査・調査の実施のために必要な指導教養又は助言 

イ 少年の面接又は質問の用に供するための適切な場所の提供 



等が挙げられる。 

⑵ 少年事件指導官 

人身安全・少年課に少年事件指導官を置くものとし、警察本部長は、非行少年に

係る事件の捜査・調査が少年の特性に特に配慮しつつ行われるよう、少年事件指導

官に、次に掲げる事項を実施させるものとする。 

ア 犯罪少年事件のうち要指導事件（公判又は少年審判において立証上の問題が生

じるおそれのある事件をいう。第４の１⑵イにおいて同じ。）でもあるもの及び触

法少年事件のうち家庭裁判所の審判に付することが適当であると認められるもの

であって、少年警察部門に属する警察官が捜査・調査を行う事件について、非行

事実の厳密かつ周到な立証を徹底するため、当該事件の捜査主任官、調査主任官

その他の少年警察活動に従事する警察官に対し、公判又は少年審判における立証、

低年齢少年の特性を踏まえた調査その他の適正な捜査・調査の遂行のために必要

な指導を行うこと。 

イ 犯罪少年事件のうち要指導事件であるもの、警察本部長が指揮する事件及び触

法少年事件のうち家庭裁判所の審判に付することが適当であると認められるもの

であって、少年警察部門以外の部門に属する警察官が捜査・調査を行うものにつ

いて、当該事件の捜査・調査を行う部門に属する指導官等と密接な連絡を取り、

当該指導官等により第４の１⑵アに定めるものと同様の指導が的確に行われるよ

う助言すること。 

ウ 第４の１⑶に定める少年事件選別主任者に対して、少年の特性及び少年審判の

特質を踏まえた捜査・調査の指揮、措置の選別、処遇意見の決定等に関する必要

な指導及び教養を行うこと。 

⑶ 少年事件選別主任者 

警察署長は警察署の少年警察部門の幹部のうちから、少年事件選別主任者を指定

するものとし、措置の選別及び処遇意見の決定をしようとする場合においては、少

年事件選別主任者の意見を聴くものとする。また、少年又は重要な参考人の呼出し、

令状の請求、事件の送致等を行うに当たっても、少年の心理、生理その他の特性に

鑑み配慮すべき事項等について、少年事件選別主任者の意見を聴くものとする。 

なお、交通法令違反又は自動車運転死傷処罰法に規定する罪若しくは交通事故に

係る刑法に規定する罪に係る犯罪少年事件又は触法少年事件については、当該少年

の適正な処遇を図るため特に必要と認められるものを除き、この限りでない。 

２ 非行少年についての活動 

   非行少年については、当該少年に係る事件の捜査・調査のほか、その適切な処遇に



資するため必要な範囲において、時機を失することなく、本人又はその保護者に対す

る助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を執るものとする（規則

第 13条第１項）。これは、関係機関に送致され、又は通告された非行少年については、

当該機関における措置に委ねられることとなることを前提とした上で、個別の事件に

よっては、他機関における措置に委ねるまでにいくらかの時間的間隔が生じる場合が

あり、その間、当該少年について何らの措置も執らない場合には、当該少年が極めて

不安定な立場に置かれるなど、当該少年の適切な処遇を妨げるおそれもあることから、

本人又はその保護者への助言や学校等への連絡等、当該少年の適切な処遇に資するた

め必要な措置については、時機を失することなく行うことを規定したものである。 

なお、これらの措置は、少年の健全な育成を期して行われる任意の措置であり、こ

れにより少年法第 41条及び第 42条に規定するいわゆる全件送致主義を没却すること

のないよう留意する必要がある。また、関係機関への送致又は通告は、捜査・調査が

終了した後、速やかに行うものとする。 

３ 捜査・調査に関する一般的留意事項 

⑴ 年齢の確認 

刑法、少年法及び児童福祉法の適用に過誤のないようにするため、非行少年に係

る事件の捜査・調査に当たっては、特に現在及び行為時における当該少年の正確な

年齢を確認するものとする。 

  なお、少年法及び規則における少年の定義は、20歳に満たない者をいうとされて

いる（少年法第２条第１項、規則第２条第１項）が、特定少年については、保護事

件等の特例が定められていることに留意すること。 

⑵ 明らかにすべき事項 

捜査・調査は、関係機関への送致等の措置を執るべきかどうかを決定し、非行少

年の処遇並びに当該少年の健全な育成及び立直りに資するために必要な限度にとど

めることとし、みだりに関係者のプライバシーを侵害することのないよう留意する

こと。 

また、少年の保護者その他少年について事情を知っていると認められる者の協力

を求めるとともに、先入観に捕らわれたり、推測にわたったりすることなく、正確

な資料を収集するよう留意するものとする。 

⑶ 迅速な対応 

捜査・調査が著しく遅延することは、少年の健全な育成を阻害するのみならず、

被害者対策の観点からも適当でないことから、迅速な捜査・調査に努めるものとす

る。 



⑷ 関係機関との連絡 

犯罪少年事件の捜査を行うに当たって必要があるときは、家庭裁判所、児童相談

所、学校その他の関係機関との連絡を密にしなければならない（規範第 206条）。こ

の場合においては、警察本部長又は警察署長の指揮の下に行うものとする（規範第

24条及び第 202条）。 

触法調査又はぐ犯調査を行うに当たっては、必要に応じて、調査における少年の

状態等所要の事項を連絡するなど、特に家庭裁判所及び児童相談所との連携を密に

しつつ進めなければならない（規則第 13条第２項）。 

⑸ 新聞発表等の際の注意 

犯罪少年事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名等その

者を推知させるような事項を新聞その他の報道機関等に発表してはならない（規範 

第 209条）。 

また、当該少年の写真を提供してはならない。触法少年事件については、その性

質上、報道機関等への発表は、特に慎重に判断するものとする。ただし、特定少年

のとき犯した罪に係る事件であって当該罪により公訴を提起された者に係るもの

（略式命令の請求がされたものを除く。）については、この限りでない（規範第 209

条ただし書）。 

なお、少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 47号）の国会審議に際し、

衆議院及び参議院の法務委員会において、それぞれ附帯決議がなされており、「特定

少年のときに犯した罪についての事件広報に当たっては、（中略）いわゆる推知報道

の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよ

う十分配慮されなければならない」旨の附帯決議が付されていることから、その趣

旨を踏まえた対応に努めること。 

 ４ 送致等 

⑴ 措置の選別及び処遇意見の決定 

警察署長等は、非行少年について、関係機関への送致等の措置を執るべきか、犯

罪少年事件の送致を通常の送致又は規範第 214 条の規定による簡易送致のいずれに

よるべきか、送致等の措置を執る場合においてはいずれの機関に行うべきかを的確

に選別するとともに、送致等（簡易送致を除く。）の措置を執る場合においては、最

も適切と認められる処遇上の意見を付すものとする。 

措置の選別及び処遇意見の決定に当たっては、事案の態様、非行の原因及び動機、

再非行のおそれのほか、保護者の実情、当該少年の非行防止及び立直りに向けての

保護者の方針及び意向並びに関係機関、団体、少年警察ボランティアの意見等を勘



案して行うものとする。この場合、再非行のおそれについては、捜査・調査の結果

から客観的に判断するものとする。 

また、通常の送致と簡易送致の選別に当たっては、罪種や被害の程度等の形式的

な要件のみで判断することなく、犯罪の原因及び動機、犯罪少年の性格、行状、家

庭の状況及び環境等から再犯のおそれ等を総合的に判断するものとする。 

    なお、警察署長は、措置の選別及び処遇意見の決定をしようとする場合において

は、第４の１⑶に定めるとおり、少年事件選別主任者の意見を聴くものとする。 

⑵ 送致等に関するその他の留意事項 

非行少年の関係機関への送致等に当たっては、必要に応じ、少年及びその保護者

又はこれに代わるべき者（以下「保護者等」という。）に対して、送致等の趣旨につ

いて説明し、今後の特に留意すべき事項について助言するものとする。この場合に

おいて、在宅のまま送致等をする少年について、将来における非行のおそれが大き

いと認められるときは、速やかに少年法又は児童福祉法の規定による措置が執られ

るよう、送致等先の機関に対してその旨を連絡するものとする。 

５ 記録の作成 

⑴ 少年事件処理簿 

    少年警察部門には、触法少年及びぐ犯少年の適正な処遇及び健全な育成に資する

ため、少年事件処理簿（少年警察活動規則の規定により作成する書類の様式を定め

る訓令（平成 19年警察庁訓令第 12号。以下「様式を定める訓令」という。）別記

様式第 44号の少年事件処理簿をいう。以下同じ。）を備え、調査の指揮及び事件の

送致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない（規

則第 17号第２項及び第 30条第３項）。 

犯罪少年については、少年事件処理簿の作成を要しないが、事件を送致し、又は

送付したときは、規範第 201 条に定めるところにより、犯罪事件処理簿を作成しな

ければならないことに留意する必要がある。 

⑵ 少年カード 

送致等の措置を執った非行少年（交通法令違又は自動車運転致死処罰法に規定す

る罪若しくは交通事故に係る刑法に規定する罪に係る非行少年を除く。）その他特に

警察本部長が必要と認める少年については、その適正な処遇及び健全な育成に資す

るため、少年カード（別記様式第２号）を作成し、当該少年の居住地を管轄する警

察署（以下「居住地警察署」という。）において保管するものとする。 

居住地警察署以外の所属において少年カードを作成した場合は、当該所属の長は、

少年カードの原本を居住地警察署の警察署長に送付し、必要に応じ、その写しを保



管するものとする。この場合において、居住地警察署が他の都道府県警察（北海道

警察については、他の方面を含む。）の警察署であるときは、人身安全・少年課を通

じて送付するものとする。 

 ６ 非行少年に係る継続補導 

   触法少年であって少年法第６条の６第１項の規定により児童相談所に送致すべき者

若しくは要保護児童（児童福祉法第 25条第１項の規定により通告すべき者をいう。以

下同じ。）のいずれにも該当しないもの又は低年齢少年たるぐ犯少年であって要保護児

童に該当しないものについては、その非行の防止を図るため特に必要と認められる場

合には、保護者の同意を得た上で、継続補導を実施するものとする（規則第 13条第３

項において準用する規則第８条第２項から第４項まで）。継続補導を行う場合には、第

３の３に記載する事項に留意するものとする。 

   一方、犯罪少年及び 14歳以上のぐ犯少年については、警察において必要な捜査・調

査を行い関係機関に送致等された後は、当該機関における措置に委ねられることとな

るため、継続補導の対象とはならない。ただし、継続的な立直り支援を行う必要があ

る少年として別途通達するものについてはこの限りでない。 

   なお、捜査・調査と並行して、本人又はその保護者への助言や学校等への連絡等の

必要な措置を執ることができる（規則第 13条第１項）。 

第５ 犯罪少年事件の捜査 

 １ 犯罪少年事件捜査の基本 

   犯罪少年事件の捜査については、規範第 203 条の規定に基づき、家庭裁判所の審判

その他の処理に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもって当

たらなければならない。捜査に当たっては、規範第 204 条の規定に基づき、少年の特

性を考慮し、特に他人の耳目に触れないようにし、言動に注意する等温情と理解をもっ

て当たり、少年の心情を傷つけないように努めなければならない。 

 ２ 明らかにすべき事項 

   犯罪少年事件の捜査に当たっては、少年の健全な育成のためには非行等の事実の存

否及びその内容の解明が前提となることをよく認識し、規範第 205条の規定に基づき、

事案の存否、態様、原因及び動機のほか、当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、

家庭や学校、職場の状況、交友関係及び住居地の環境、当該少年の非行の防止や立直

りに協力することができるボランティアの有無等について調査しておかなければなら

ない。 

 ３ 呼出し 

   捜査のため、少年の被疑者、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼



出状（規範別記様式第７号に規定する呼出状をいう。）の送付その他適当な方法により、

出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければなら

ない。この場合において、少年の被疑者又は重要な参考人の呼出しについては、警察

本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない（規範第 102 条第１

項）。 

   捜査のために少年の被疑者を呼び出すときは、規範第 207 条の規定に基づき、原則

として保護者等に連絡するものとする。特定少年の被疑者を呼び出すときも同様であ

る。規範第 207 条ただし書の「連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認め

られるとき」の例としては、連絡することにより、保護者と少年との信頼関係を損な

うおそれがある場合、少年が虐待を受けるおそれがある場合、就業先を解雇されるお

それがある場合、逃亡又は証拠隠滅のおそれがある場合等が挙げられる。 

   呼出しに当たっては、呼出しを受ける者の心情を理解するとともに、呼出しを行う

場所、時期、時間、方法等について配慮し、少年が無用な不安を抱かないよう配意す

るものとする。 

   例えば、学校又は職場に直接呼出しの連絡をすること、少年の授業中又は就業中に

呼び出すこと、制服警察官が呼出しに行くこと等当該少年が警察から呼び出されたこ

とが周囲の者に容易に分かるようなことは、規範第 204 条の趣旨からも避けるべきで

あり、少年の保護者等を呼び出す場合においても、当該保護者等が当該少年の非行に

関して警察から呼び出されたことが周囲の者に分からないよう配意するものとする。 

   また、少年を警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、警察

職員が家庭へ出向くことや、警察施設以外の適当な場所に呼び出すことにも配意する

ものとする。 

   呼出しは、保護者等の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者等

の同道を依頼するなど、協力と信頼を得られるように努めるものとする。 

   また、被害者その他の参考人として少年を呼び出すときにも、これらの事項に配意

するほか、警察から呼び出されたことによる心理的な負担を軽減するよう努めるなど

少年の心情に配意するものとする。 

   少年の被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿（規範別

記様式第８号に規定する呼出簿をいう。）に所要事項を確実に記載して、その処理の経

過を明らかにしておかなければならない。 

 ４ 取調べ 

⑴ 基本的な留意事項 

少年の被疑者の取調べを行う場合においては、規範第 204 条の規定に留意するも



のとする。 

例えば、取調べの場所については、事務室等一般人の出入りが多く、他人の耳目

に触れるおそれがある場所を避け、少年が落ち着いて話せるよう、少年補導室等の

適当な場所とするものとする。 

また、取調べに当たっては、できる限り、少年の授業中若しくは就業中又は夜間

遅い時刻を避けるとともに、長時間にわたらないよう配意するものとする。取調べ

に当たっては、少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、

分かりやすい言葉を用いるとともに、少年の話の良い聞き手となり、虚言、反抗等

に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努

め、少年の内省を促し、その立直りに資するよう努めるものとする。 

    取調べを終えるに当たっては、少年及び保護者等の懸念の有無を確かめ、必要が

あるときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去し、信頼

を得られるように努めるものとする。 

⑵ 立会い等 

少年の被疑者の取調べを行うときは、規範第207条の規定により、原則として保護

者等に連絡するものとする。特定少年の被疑者の取調べを行うときも同様である。

規範第207条ただし書の趣旨については、第５の３のとおりである。 

少年の被疑者の取調べを行う場合においては、やむを得ない場所を除き、少年と

同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意するものとする。これは、

少年に無用の緊張を与えることを避け、真実の解明のための協力や事後の効果的な

指導育成の効果を期待するという趣旨に基づくものである。したがって、適切と認

められる者であるかどうかは、飽くまで少年の保護及び監護の観点から判断される

ものであり、少年を保護又は監護する者と通常いえない者は含まれない。適切と認

められ得る者の例としては、少年の在学する学校の教員、少年を雇用する雇用主等

が挙げられる。保護者その他適切な者の立会いについては、個別の事案に即し、こ

の趣旨に沿って対応すべきものである。 

⑶ 参考人の面接 

被害者その他の参考人として少年と面接するときは、その時間、場所、方法、保

護者等の立会い等に配意し、面接に伴う心理的な負担を軽減するよう努める等少年

の心情に配意するものとする。 

 ５ 強制措置の制限 

   少年の被疑者については、規範第 208 条の規定により、できる限り、逮捕、留置そ

の他の強制の措置を避けるものとする。強制の措置を決定する場合には、少年の年齢、



性格、非行歴、犯罪の態様、留置の時刻等から当該少年に及ぼす精神的影響を勘案し

て判断するとともに、執行の時期、場所、方法等について慎重に配意し、少年の心情

を傷つけることのないように配意するものとする。 

   少年の被疑者を留置する場合には、少年法第 49条第１項及び第３項の規定に基づき、

20歳以上の者と分離し、かつ、原則として各別に収容するものとする。ただし、少年

法第 20条第１項又は第 62条第１項の規定に基づく検察官への逆送の決定があった特

定少年の被疑事件の被疑者に対しては、当該事件に係る留置に限って、同法第 49条第

１項及び第３項の規定が適用されないことに留意すること（同法第 67条第２項）。 

   なお、少年を留置したときは、特定少年であるか否かにかかわらず、原則として、

速やかにその保護者等に連絡するものとする。 

６ 指紋の採取等 

少年の処遇は、少年の健全な育成を期する精神とその特性に関する深い理解をもっ

て当たることが基本であることに鑑み、少年被疑者等の指紋及び掌紋（以下「指紋等」

という。）の採取並びに写真の撮影については、刑事訴訟法、犯罪捜査規範、指掌紋取

扱規則（平成９年国家公安委員会規則第 13号）及び被疑者写真の管理及び運用に関す

る規則（平成２年国家公安委員会規則第９号）に定められているところであるが、下

記の定めにより行うものとする。特定少年の被疑者についても同様である。 

⑴ 身体の拘束を受けている少年被疑者 

身体の拘束を受けている少年の被疑者については、刑事訴訟法第 218 条第３項、

指掌紋取扱規則第３条第１項及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則第２条第

１項の定めるところにより、指紋等を採取し、及び写真を撮影するものとする。 

⑵ 身体の拘束を受けていない少年被疑者 

ア 身体の拘束を受けていない少年被疑者の指紋等の採取及び写真撮影については、

犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、少年被疑者の承諾を得たときに限り行

うものとする。 

イ 指紋等の採取及び写真撮影の要否の判断等に当たっては、当該事件の捜査主任

官が、少年事件選別主任者の意見を聴くなどして、次の事項を遵守して行うもの

とする。 

(ｱ) 少年事件の特性に鑑み、特に年少少年（14歳及び 15歳の少年をいう。）の事

件及び軽微な事件においては、その必要性を慎重に判断すること。 

(ｲ) 少年の承諾を得るに当たっては、任意性の確保に特に配意すること。 

(ｳ) 少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎

重に配慮するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行



わないこと。 

(ｴ) 少年が 16 歳未満であるときは、保護者（少年に対して法律上監護教育の義

務のある者及び少年を現に監護する者をいう。以下同じ。）の承諾を求めること。 

(ｵ) やむを得ない場合を除き、保護者等（保護者、少年の在学する学校の教員又

は少年を雇用する雇用主若しくはこれに代わるべき者をいう。以下同じ。）の立

会いを求めること。 

７ 親告罪等に関する措置 

   親告罪である少年の犯罪について告訴がなされないことが明らかになった場合で

あっても、将来における非行の防止上必要があると認めるときは、犯罪少年として関

係機関に送致することを考慮して所要の措置を執るものとする。特定少年の被疑者に

ついても同様である。この場合においては、みだりに被害者等を呼び出すなど被害者

等の心情に反する措置を執ることを避けるものとする。当該少年を送致する場合には、

被害者等が送致先の機関によってみだりに呼び出されることのないよう当該機関に連

絡することに留意するものとする。 

   また、少年が、親族であるため刑が免除される罪又は請求を待って論ずる罪を犯し

た場合についても、同様とする。 

 ８ 所持物件の措置 

   犯罪少年事件の捜査に当たって、少年の非行の防止上所持させておくことが適当で

ないと認められる物件を当該少年が所持していることを発見したときは、法令の規定

により押収する場合を除き、所有者その他の権利者に返還させ、保護者等に預けさせ、

又は当該少年に廃棄させるなど当該少年が当該物件を所持しないよう注意、助言等を

するものとする。この場合においては、第７の９において定める受領書を徴するなど

物件の措置のてん末を明らかにする措置を講ずるものとする。 

 ９ 余罪の捜査 

   少年の被疑者に関する余罪の捜査に当たっては、当該少年の内省を促し、その立直

りを図るとともに、将来における非行のおそれの判断に資するよう配意するものとす

る。 

また、余罪の捜査が遅延すれば、既に送致した事件に係る審判が終了した後に余罪

の取調べを行うなど少年の立直りを妨げることにもつながることから、余罪の捜査は、

迅速かつ的確に行われなければならない。 

第６ 触法調査 

 １ 触法調査の基本 

   触法調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置



き、少年の健全な育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない（規則

第 15条第１項）。 

   少年の適正な処遇を図るためには、非行事実を解明することが前提であり、個々の

触法調査においては、低年齢少年の特性に配慮しつつ、捜索、差押え等の権限を適正

に行使し、非行事実の解明等を的確に行わなければならない。 

   また、触法調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟であり、可

塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することに鑑み、特に他人の

耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、

少年の心情と早期の立直りに配慮しなければならない（規則第 15条第２項）。 

「可塑性」とは、少年の健全育成の関係では、少年が非行から立ち直る可能性を意

味する。「迎合する傾向にある」とは、少年は、質問の担当者の威圧感に萎縮し、反論

することが困難であると感じた場合等に、自分の認識等を曲げて担当者の意図に沿う

ような回答をしやすいことをいう。このほか、低年齢少年は、被誘導性（例えば質問

者が自分の求めている回答をするように仕向けた質問をした場合に、回答者が自らの

認識等を曲げ、質問者の誘導に沿った回答をするという特性を意味する。）及び被暗示

性（例えば質問者が回答をほのめかすような質問をした場合に、回答者が自分の認識

等を曲げ、質問者の暗示に沿った回答をするという特性を意味する。）が特に強いこと

等の特性を有することから、調査に従事する者は、これらの特性についての深い理解

をもって当たらなければらない。 

 ２ 調査すべき事項 

   触法調査においては、規則第 16条の規定に基づき、事件の事実、原因及び動機のほ

か、当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、家庭や学校、職場の状況、交友関係、

住居地の環境、当該少年の非行の防止や立直りに協力することができるボランティア

の有無等について調査するものとする。 

   触法調査においては、規則第 16条に掲げる事項について調査を進め、事案の真相を

明らかにするように努めるものとする。その際には、家庭裁判所、児童相談所等の関

係機関との連携のほか、当該少年、保護者又は関係者のプライバシーに配意しつつ進

めるものとする。 

 ３ 調査指揮 

   触法調査の指揮については、規範第 16条から第 19条（事件指揮簿に関する部分を

除く。）までの規定を準用する（規則第 17条第１項）。触法少年事件については、少年

事件処理簿を作成し、触法調査の指揮及び事件の送致又は通告その他の事件の処理の

経過を明らかにしておかなければならない（規則第 17条第２項）。 



 ４ 調査主任官 

   個々の事件について、適正な管理及び任務分担の下、組織的かつ効果的に調査を進

めるためには、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決定、調査方針の

確立、関係機関との連携調整その他の適正な調査の遂行及び管理の要となる者を明確

にすることが重要である。 

   警察本部長又は警察署長は、この趣旨を踏まえた上で、規則第 18条第１項の規定に

より、触法調査に係る調査主任官について指名するものとする。警察本部長又は警察

署長は、調査主任官について指名され得る者をあらかじめ指名しておくのではなく、

個々の触法少年事件の内容、所属の職員の調査能力等を勘案し、指名するものとする

（規則第 18条第３項）。 

   調査主任官は、当該事件の調査の状況を詳細に把握するとともに、低年齢少年の特

性に対する深い理解をもって、規則第 18条第２項各号に掲げる職務を行うものとする。 

   なお、調査主任官が交代する場合については、規則第 18条第４項の規定によるもの

とする。 

   また、警察本部長又は警察署長は、個々の触法調査につき調査主任官の指名を受け

る者に対し、規則第 18条第２項に規定された職務を的確に行わなければならない旨を

徹底するとともに、適切な指名を担保するという趣旨から、指名に当たっては、調査

主任官指名簿（別記様式第３号）に所定事項を記載し、押印した後、指名を受けた者

が閲覧できる状態におくものとする。 

 ５ 付添人の選定 

   少年法では、触法調査に関し、少年及び保護者が、いつでも弁護士である付添人を

選任できることとされている（同法第６条の３）。この趣旨を踏まえ、触法少年である

と疑うに足りる相当の理由のある者（以下第６の５、第６の６（⑵を除く）、第６の７

（⑶を除く。）、第６の９、第６の 11から第６の 14までにおいて「少年」という。）又

はその保護者に対して、付添人制度について分かりやすく説明すること、必要に応じ

て関係機関・団体についての紹介、助言等を行うこと等に配慮するものとする。 

   弁護士である付添人の選任届の受理については、付添人を選任することができる者

（少年又は保護者）又は付添人から両者が連署した選任届を差し出させるものとする

（規則第 19 条）。選任届を受理した者は、当該事件の調査に従事している警察官に対

し、当該選任届を確実に引き継がなければならない。 

 ６ 呼出し 

⑴ 基本的な留意事項 

触法調査のため、少年、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼出



状（様式を定める訓令別記様式第 39 号の呼出状をいう。）の送付その他適当な方法

により、出向くべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しな

ければならない。この場合において、少年又は重要な参考人の呼出しについては、

警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない（規則第 20

条第１項）。 

少年を呼び戻すに当たっては、当該少年の保護者等に連絡するものとする。ただ

し、連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、こ

の限りでない（規則第 20条第２項）。規則第 20条第２項ただし書の「連絡すること

が当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるとき」の例としては、連絡す

ることにより、少年が虐待を受けるおそれが著しい場合、証拠隠滅のおそれが著し

い場合等が挙げられる。 

少年を呼び出すに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのな

いよう言動に注意するとともに、やむを得ない場合を除き、夜間に呼び出すことを

避けなければならない（規則第 20条第３項）。 

    呼出しに当たっては、呼出しを受ける者の心情を理解するとともに、呼出しを行

う場所、時期、方法等について配慮し、少年が無用な不安を抱かないよう配意する

ものとする。 

    例えば、学校に直接呼出しの連絡をすること、少年の授業中に呼び出すこと、制

服警察官が呼出しに行くこと等当該少年が警察から呼び出されたことが周囲の者に

容易に分かるようなことは、規範第 204 条の趣旨からも避けるべきであり、少年の

保護者等を呼び出す場合においても、当該保護者等が当該少年の非行に関して警察

から呼び出されたことが周囲の者に分からないよう配意するものとする。 

また、少年を警察施設に呼び出すことが不適切であると認められる場合には、警

察職員が家庭に出向くことや、警察施設以外の適当な場所に呼び出すことも配意す

るものとする。 

    呼出しは、保護者等の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者

等の同道を依頼するなど、協力と信頼を得られるよう努めるものとする。 

    少年、保護者等又は参考人を呼び出す場合には、呼出簿（様式を定める訓令別記

様式第 40 号の呼出簿をいう。）に所要事項を確実に記載して、その処理経過を明ら

かにしておかなければならない（規則第 20条第５号）。 

⑵ 参考人の呼出し 

被害者その他の参考人として少年を呼び出すときにも、これらの事項に配意する

ほか、警察から呼び出されたことによる心理的な負担を軽減するよう努めるなど少



年の心情に配意するものとする。 

 ７ 質問 

⑴ 基本的な留意事項 

少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのな

いよう言動に注意するとともに、少年の心身に与える影響に配慮し、やむを得ない

場合を除き、夜間に質問すること、長時間にわたり質問すること及び他人の耳目に

触れるおそれがある場所において質問することを避けなければならない（規則第 20

条第３項）。 

質問の時間については、できる限り、少年の授業中を避けるものとする。 

また、質問の場所については、事務室等一般人の出入りが多い場所を避け、少年

が落ち着いて話せるよう、少年補導室等の適当な場所とするものとする。 

質問に当たっては、少年の年齢、性別、性格、知能等に応じてふさわしく、かつ、

分かりやすい言葉を用いるとともに、少年の話の良い聞き手となり、虚言、反抗等

に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努

め、少年の内省を促し、その立直りに資するよう努めるものとする。 

少年に対する質問は、任意の供述を得ることを目的とするものであり、強制にわ

たることがあってはならない（少年法第６条の４第２項）。このため、「分からない

こと」や「知らないこと」は「分からない」、「知らない」と答えてほしいこと、「言

いたくないこと」は言わなくてもいいこと等を伝えるものとする。その際、少年に

「正直に話をしなくてもよい」という誤った意識を生じさせることがないように、

個々の少年の状況等を踏まえつつ、分かりやすく伝えることに配意するものとする。 

質問を終えるに当たっては、少年及び保護者等の懸念の有無を確かめ、必要があ

るときは、助言その他の措置を講じて、少年及び保護者等の不安を除去し、信頼を

得られるよう努めるものとする。 

⑵ 連絡及び立会い 

少年に質問するに当たっては、当該少年の保護者等に連絡するものとする。ただ

し、連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、こ

の限りでない（規則第20条第２項）。規則第20条第２項ただし書の趣旨については、

第６の６⑴に定めるとおりである。 

少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避

け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護

者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについ

て配慮するものとする（規則第20条第４項）。 



規則では「適切と認められる者」の例として保護者が規定されているが、保護者

の他には、少年の同居の親族、少年の在学する学校の教員、少年を一時保護中の児

童相談所の職員、弁護士である付添人等が対象となり得るところである。適切と認

められるかどうかについては、当該少年の保護又は監護の観点から個別に判断する

ものとする。その上で、立会いをさせるかどうかは、特に当該少年が低年齢少年で

ある場合はその特性にも配慮しつつ、「当該少年に無用の緊張又は不安を与えるこ

とを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資する」との趣旨

に合致するかどうかという観点から、個別の事案に即して判断するものとする。 

⑶ 参考人の質問 

被害者その他の参考人として少年に質問するときは、その時間、場所、方法、保

護者等の立会い等に配意し、質問に伴う心理的な負担を軽減するよう努めるなど少

年の心情に配意するものとする。 

８ 捜査手続との区別 

低年齢少年の刑罰法令に触れる行為については、刑法上犯罪が成立せず、当該少年

の当該行為につき逮捕及び捜査としての捜索、差押え若しくは検証を行い、又は当該

少年を被疑者として取調べを行うなど、捜査の手続によってその事件を取り扱うこと

はできない。しかしながら、触法少年事件であると断定できない段階では、事案の真

相を明らかにするための捜査を尽くす必要がある。特に、殺人、強盗等の重要な事件

については、明らかに低年齢少年によるものと認められる場合であっても、共犯関係

にある者が存在する可能性があることに留意するものとする。 

９ 強制の措置 

触法調査に係る捜索、差押え、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分許可状の

請求については、規則第21条の規定によるものとする。 

触法調査においては、できる限り、強制の措置を避けるものとする。強制の措置を

決定する場合には、少年の年齢、性格、非行歴、事件の内容等から当該少年に及ぼす

精神的影響を勘案して判断するとともに、執行の時期、場所、方法等について慎重に

配意し、少年の心情を傷つけることのないよう配意するものとする。 

令状の請求をしたときは、令状請求簿（様式を定める訓令別記様式第45号の令状請

求簿をいう。）により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければな

らない。 

押収物の還付に関する公告は、警察職員の職務等に関する規則第２条及び「少年法

第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則に基づく還付公告

に関する要綱の制定について」（平成 19 年 10 月 24 日付け富少第 1753 号）に定める



ところによる。 

10 強制捜査の後に触法少年事件であることが判明したときの措置 

逮捕した少年の行為が14歳未満のときのものであることが明らかになった場合は、

直ちに釈放しなければならない。この場合でも、逮捕手続書及び弁解録取書を作成し、

逮捕手続の過程を明確にするほか、釈放の理由を捜査報告書等により明らかにしてお

くものとする。特に、緊急逮捕した場合には、釈放した後であっても、規範第120条第

３項の規定により逮捕状を請求しなければならない。 

また、逮捕手続書には、既に釈放した旨を記載するものとする。 

捜査としての捜索等により証拠品を差し押さえた後、触法少年事件であることが判

明した場合には、直ちに証拠品の還付手続を開始しなければならない。還付手続中又

は還付した物件を引き続き必要とする場合は、第６の12に定めるところにより措置す

るものとする。 

被疑者の年齢が判明しなかったため既にその事件について逮捕状若しくは鑑定留

置状又は捜査のための捜索、差押え、検証若しくは身体検査の令状若しくは鑑定処分

許可状の発付を得ている場合、捜査の過程において触法少年事件であることが判明し

たときは、速やかに、当該令状を発付した裁判官に返還するものとする。この場合に

おいて、触法調査のための捜索、差押え、検証若しくは身体検査の令状又は鑑定処分

許可状の発付を得る必要があるときは、改めて当該令状を請求するものとする。 

11 指紋の採取等 

⑴ 触法少年については、指紋等を採取し、又は写真を撮影してはならない。ただし、

触法少年事件の現場等に残された指紋等との対照又は写真面割りによって、その少

年が当該刑罰法令に触れる行為をした者であることを特定するため必要やむを得な

い場合で、少年及び保護者の承諾を得たときはこの限りではない。 

なお、触法少年の指紋等採取又は写真撮影は、刑事訴訟法、犯罪捜査規範、指紋

等取扱規則及び被疑者の写真管理及び運用に関する規則に定める手続によって取り

扱ってはならない。 

⑵ ⑴による触法少年の指紋等採取及び写真撮影の要否の判断は、少年事件選別主任

者が行うこと。ただし、当該触法少年事件に第６の４において定める調査主任官が

置かれているときは、当該調査主任官が少年事件選別主任者の意見を聴いて行うこ

と。 

⑶ 触法少年の指紋等採取及び写真撮影並びにその要否の判断に当たっては、次の事

項を遵守すること。 

ア 触法事案の性格に鑑み、その必要性を慎重に判断すること。 



イ 少年及び保護者の承諾を得るに当たっては、任意性の確保に特に注意すること。 

ウ 少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重 

に配慮するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行わな 

いものとすること。 

エ やむを得ない場合を除き、保護者等の立会いを求めること。 

12 所持物件の措置 

触法少年事件の証拠物並びに少年法第24条の２第１項各号及び第２項各号のいずれ

かに該当する物件については、同法第６条の５第２項の規定により準用する刑事訴訟

法の規定に基づき措置することができる。 

なお、少年と他の被疑者とが共犯関係にある場合は、当該少年が所持する物件を、

他の被疑者に関する捜査上の手続により押収することができる。 

上記のほか、非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を少

年が所持していることを発見したときは、第５の８に定めるところにより措置するも

のとする。 

13 関係書類の作成 

触法調査のために作成する関係書類の様式については、警察職員の職務等に関する

規則第３条に定める調査概要結果通知書のほか、様式を定める訓令及びこの通達に定

めるところによるものとする。 

少年の申述書（様式を定める訓令別記様式第３号）、答申書（別記様式第４号及び

第５号）、その他の関係書類を作成するに当たっては、当該少年に対し、当該書類の

記載内容等について分かりやすく説明するとともに、記載内容の変更等を申し立てる

機会を十分に与えなければならない。 

また、触法事件を受理したときは、各事件につき一つの番号を採番し、触法事件受

理簿（別記様式第６号）により管理するものとする。 

なお、触法事件受理簿において採番した事件受理番号については、警察職員の職務

等に関する規則第２条第１項第３号に規定する押収番号と同一とし、その他領置調書

（甲）（様式を定める訓令別記様式第５号）、領置調書（乙）（様式を定める訓令別記様

式第６号）、押収品目録（様式を定める訓令別記様式第 12 号）及び証拠物総目録（様

式を定める訓令別記様式第 30号）等証拠物関係書類に設けた記入欄にも同番号を記入

するものとする。 

14 触法少年事件の送致又は通告 

触法調査の過程において、少年が要保護児童であると認められたときは、児童通告

書（様式を定める訓令別記様式第37号の児童通告書をいう。以下同じ。）により通告



するものとする。ただし、急を要し、児童通告書を作成して通告するいとまがない場

合は、電話又は口頭により、児童福祉法第25条第１項の規定による通告であることを

告げ、児童通告書の記載事項を確実に伝達するとともに、時機を失することなく、児

童通告通知書（様式を定める訓令別記様式第37条の２の児童通告通知書をいう。以下

同じ。）を当該児童相談所に送付するものとする。 

触法調査の結果、触法少年事件を送致し、又は通告する場合については、規則第22

条、第23条及び第24条の規定によるものとする。事件の送致又は通告に当たっては、

家庭裁判所及び児童相談所との連携を密にしつつ、これを進めなければならない。 

15 一時保護 

児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて少年を一時保護する場

合には、次の事項に留意するものとする。 

⑴ 保護にふさわしい部屋を使用するものとし、鍵をかける場合は、少年の行動範囲

がなるべく広くなるよう配意するものとする。一時保護に留置場の部屋を使用する

ことはできない。 

⑵ 少年が負傷し、自殺し、又は保護から逃れることがないように注意するとともに、

少年が火災その他自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす事故を起こさ

ないよう注意するものとする。 

⑶ 速やかにその保護者等に一時保護した旨を連絡するものとする。ただし、児童虐

待を受けた児童を一時保護した場合において、児童虐待の防止等に関する法律第12

条第３項の規定により、児童相談所長が当該児童虐待を行った保護者に対し当該児

童の住所又は居所を明らかにしないこととしたときは、この限りではない。 

16 指導教養 

警察本部長等は、触法調査に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂

行に必要な知識及び技能に関する指導教養を定期的に行い、当該者の調査能力の向上

に努めるものとする（規則第25条）。 

また、警察本部長等は、指導教養の充実強化を図るため、当該指導教養を実施する

警察官等の専門性の向上、教養資料の整備及び活用、学識経験者等による講義の実施

等に努めるものとする。 

17 準用規定 

⑴ 触法調査の方法や調査に当たっての留意事項には、刑事事件の捜査と共通する部

分も存することから、規則第３章第２節に規定するもののほか、その性質に反しな

い限り、規範第12章の例によるものとする（規則第26条）。 

また、規範第202条の規定の趣旨に鑑み、触法調査についても、その性質に反しな



い限り、規範第12章のみならず他章の規定も例とすることが適当である。例えば、

取調べの心構え、関係者及び被害者等に対する配慮に係る規定がこれに当たる。 

⑵ 触法調査に関して押収した証拠物件の取扱い及び保管については、「証拠物件の適

正な取扱い及び保管の推進について」（平成11年４月15日付け富捜一第189号ほか）

に準じて適正な管理をしなければならない。 

18 照会時の留意事項 

触法調査に関し、触法調査関係事項照会書（様式を定める訓令別記様式第 26号）及

び身上調査照会書（様式を定める訓令別記様式第 28 号）によって照会を行う場合は、

「適正な照会の運用について」（令和６年 10 月 22 日付け富刑企第 2396 号。以下「照

会通達」という。）に準じて適正な運用を行うほか、触法調査関係事項照会書及び身上

調査照会書については、特に信用性を担保する観点から、これにあらかじめ一連番号

を印刷した照会用紙を使用するものとし、これら照会用紙については、人身安全・少

年課長から本部事件主管課の長又は警察署事件担当課の長に受け渡すものとする。ま

た、触法調査関係事項照会書の照会用紙の受け渡しについては、人身安全・少年課に

備え付ける調査関係事項照会等用紙受払簿（別記様式第７号）に記載するものとし、

身上調査照会書の照会用紙の受け渡しについても、同じく人身安全・少年課に備え付

ける身上調査照会等用紙受払簿（別記様式第８号）に記載するものとする。 

なお、触法調査関係事項照会書及び身上調査照会書の照会用紙を保管する本部事件

主管課及び警察署事件担当課に、調査関係事項照会等管理簿（別記様式第９号）、触法

調査関係事項照会書副本綴り、身上調査照会等管理簿（別記様式第 10号）及び身上調

査照会書副本綴りを備え付け、その取扱い状況を明らかにしておくものとする。 

第７ ぐ犯調査 

１ ぐ犯調査の基本 

犯罪の捜査、触法調査、少年相談その他の活動において、ぐ犯少年と認められる者

（第７の５⑴、第７の６から第７の13までにおいて「少年」という。）を発見した場

合は、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年の健全な

育成を期する精神をもって、これに当たらなければならない（規則第27条第１項）。 

ぐ犯調査を行うに当たっては、少年の心理、生理その他の特性に鑑み、特に他人の

耳目に触れないようにし、少年に対する言動に注意する等温情と理解をもって当たり、

その心情を傷つけないように努めなければならない（規則第27条第２項）。 

低年齢少年に係るぐ犯調査を行うに当たっては、特に低年齢少年が精神的に未成熟

であり、可塑性に富むこと、迎合する傾向にあること等の特性を有することに鑑み、

少年の心情と早期の立直りに配慮しなければならない（規則第32条第１項）。 



２ 調査すべき事項 

ぐ犯調査においては、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置

き、規則第29条の規定に基づき、事件の事実、原因及び動機のほか、当該少年の性格、

行状、経歴、教育程度、家庭や学校、職場の状況、交友関係、住居地の環境、当該少

年の非行の防止や立直りに協力することができるボランティアの有無等について調査

するものとする。 

ぐ犯調査においては、規則第29条に掲げる事項について調査を進め、事案の真相を

明らかにするように努めるものとする。その際には、家庭裁判所及び児童相談所との

連携のほか、当該少年、保護者又は関係者のプライバシーに配意しつつ進めるものと

する。 

３ 調査指揮 

ぐ犯調査の指揮については、第６の３に定めるところに準じるものとする。 

ぐ犯少年事件については、少年事件処理簿を作成し、ぐ犯調査の指揮及び事件の送

致又は通告その他の事件の処理の経過を明らかにしておかなければならない（規則第

30条第３項）。 

４ 調査主任官 

警察本部長又は警察署長は、調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担の決

定、関係機関との連絡調整その他の適正な調査の遂行及び管理のために必要な職務を

行わせるため、個々のぐ犯調査につき、調査主任官を指名するものとする（規則第30

条第１項）。調査主任官の趣旨及び指名については第６の４に定めるとおりである。 

調査主任官は、事件の調査の状況を詳細に把握するとともに、少年の特性に対する

深い理解をもって、職務に当たるものとする。 

なお、調査主任官が交代する場合については、規則第30条第２項の規定によるもの

とする。 

また、警察署長等は、個々のぐ犯調査につき調査主任官の指名を受ける者に対し、

規則第30条第１項に規定された職務を的確に行わなければならない旨を徹底するとと

もに、適切な指名を担保するという趣旨から、指名に当たっては、調査主任官指名簿

（別記様式第 11号）に所定事項を記載し、押印した後、指名を受けた者が閲覧できる

状態におくものとする。 

５ 呼出し 

⑴ 基本的な留意事項 

ぐ犯調査のため、少年、保護者又は参考人を呼び出すに当たっては、電話、呼出

状（様式を定める訓令別記様式第39号の呼出状をいう。）の送付その他適当な方法



により、出向くべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しな

ければならない。この場合において、少年又は重要な参考人の呼出しについては、

警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない（規則第31

条第１項）。 

少年を呼び出すに当たっては、当該少年の保護者等に連絡するものとする。ただ

し、連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、こ

の限りでない（規則第31条第２項）。規則第31条第２項ただし書の趣旨については、

第６の６⑴に定めるとおりである。 

呼出しに当たっては、第５の３に定めるとおり、呼出しを受ける者の心情を理解

するとともに、呼出しを行う場所、時期、方法等について配慮し、少年が無用な不

安を抱かないよう配意するものとする。 

呼出しは、保護者等の納得を得て行うよう努めるとともに、必要に応じて保護者

等の同道を依頼するなど、協力と信頼を得られるよう努めるものとする。 

少年、保護者等又は参考人を呼び出す場合には、呼出簿（様式を定める訓令別記

様式第40号の呼出簿をいう。）に所要事項を確実に記載して、その処理の経過を明

らかにしておかなければならない（規則第31条第３項）。 

⑵ 低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮 

低年齢少年であってぐ犯少年と認められる者を呼び出すに当たっては、第７の５

⑴に定めるもののほか、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることのないよう言

動に注意するとともに、少年の心身に与える影響に配慮し、やむを得ない場合を除

き、夜間に呼び出すことを避けなければならない（規則第32条第２項）。 

６ 質問 

少年に質問するに当たっては、当該少年の保護者等に連絡するものとする。ただし、

連絡することが当該少年の福祉上著しく不適当であると認められるときは、この限り

でない（規則第31条第２項）。規則第31条第２項ただし書の趣旨については、第６の

６⑴に定めるとおりである。 

ぐ犯調査に係る質問については、第５の４に定めるところに準ずるものとし、低年

齢少年に係るぐ犯少年事件の調査のための質問については、規則第32条第２項及び第

３項に定めるもののほか、第６の７に定めるところに準ずるものとする。 

７ 指紋の採取等 

ぐ犯少年であることが判明した少年については、指紋等を採取し、又は写真撮影を

してはならない。 

８ 所持物件の措置 



非行の防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を少年が所持して

いることを発見したときは、第５の８に定めるところによるものとする。 

９ 関係書類の作成 

ぐ犯調査のために作成する関係書類の様式については、預り書（別記様式第 12号）、

任意差出書（別記様式第 13号）、受領書（別記様式第 14号）のほか、様式を定める訓

令によるものとする。 

少年の申述書その他の関係書類を作成するに当たっては、当該少年に対し、当該書

類の記載内容等について分かりやすく説明するとともに、記載内容の変更等を申し立

てる機会を十分に与えなければならない。 

10 ぐ犯少年事件の送致又は通告 

ぐ犯調査の過程において、少年が要保護児童であると認められたときは、児童通告

書により児童相談所に通告するものとする。ただし、急を要し、児童通告書を作成し

て通告するいとまがない場合は、電話又は口頭により、児童福祉法第25条第１項の規

定による通告であることを告げ、児童通告書の記載事項を確実に伝達するとともに、

時機を失することなく、児童通告通知書を当該児童相談所に送付するものとする。 

ぐ犯調査の結果、ぐ犯少年事件を送致し、又は通告する場合については、規則第33

条の規定によるものとする。事件の送致又は通告に当たっては、家庭裁判所及び児童

相談所との連携を密にしつつ、これを進めなければならない。 

11 少年についての緊急措置 

家庭裁判所の審判に付すべきであると認められる少年が緊急に保護しなければなら

ない状態にあって、その補導上必要があると認められる場合においては、電話その他

の方法により、直ちに家庭裁判所にその状況を通報するものとする。 

少年に対して少年法第13条第２項の規定により同行状を執行した場合において、警

察署に留め置く必要があるときは、一時保護に準じて取り扱うものとし、第６の15に

掲げる事項に留意するものとする。 

12 一時保護 

児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて少年を一時保護する場

合においても、第６の15に掲げる事項に留意するものとする。 

13 指導教養 

警察本部長等は、ぐ犯調査に従事する者に対し、少年の心理その他の職務遂行に必

要な知識及び技能に関する指導教養を定期的に行い、当該者の調査能力の向上に努め

るものとする（規則第34条）。 

また、警察本部長等は、指導教養の充実強化を図るため、当該指導教養を実施する



警察官等の専門性の向上、教養資料の整備・活用、学識経験者等による講義の実施等

に努めるものとする。 

14 照会時の留意事項 

ぐ犯調査に関し、ぐ犯調査関係事項依頼書（様式を定める訓令別記様式第 27号）及

び身上調査依頼書（様式を定める訓令別記様式第 29号）によって照会を行う場合は、

照会通達に準じて適正な運用を行うほか、ぐ犯調査関係事項依頼書及び身上調査依頼

書については、特に信用性を担保する観点から、これにあらかじめ一連番号を印刷し

た照会用紙を使用するものとし、これら照会用紙については、人身安全・少年課長か

ら本部事件主管課の長又は警察署事件担当課の長に受け渡すものとする。 

また、ぐ犯調査関係事項依頼書の照会用紙の受け渡しについては、人身安全・少年

課に備え付ける調査関係事項照会等用紙受払簿に記載するものとし、身上調査依頼書

の照会用紙の受け渡しについても、同じく人身安全・少年課に備え付ける身上調査照

会等用紙受払簿に記載するものとする。 

なお、ぐ犯調査関係事項依頼書及び身上調査依頼書の照会用紙を保管する本部事件

主管課及び警察署事件担当課に、調査関係事項照会等管理簿、ぐ犯調査関係事項依頼

書副本綴り、身上調査照会等管理簿及び身上調査依頼書副本綴りを備え付け、その取

扱い状況を明らかにしておくものとする。 

第８ 不良行為少年の補導 

不良行為少年を発見した場合において、保護者又は関係者への連絡を行う（規則第14

条第１項）ことが必要であると認めるときは、少年補導票（別記様式第15号）を作成し

た上で行うものとする。 

不良行為少年について、必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上で、継続

補導を実施するものとする。ただし、特定少年の不良行為少年に対して継続補導を実施

する場合には、本人の同意を得るものとする（規則第14条第２項において準用する規則

第８条第２項から第５項まで）。不良行為少年に対して継続補導を行う場合には、第３

の３に定めるところにより実施するほか、少年に対する言葉遣い等に配慮するものとす

る。 

なお、不良行為少年について、少年事案処理簿の作成が必要と認められる場合には、

少年事案処理簿を作成することができるものとするが、指紋採取等をしてはならない。 

第９ 少年の保護のための活動 

１ 被害少年に対する活動 

被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする（規則

第36条第１項）。人格形成期にある少年が犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行



為により被害を受けた場合、その心身に与える影響が大きいことから、特別な配慮が

必要である。 

また、被害少年に対する支援の実施に当たっては、必要に応じて、被害者支援部門

との連携に留意するものとする。「必要な支援」とは、現場における助言、関係機関

の紹介、再び被害に遭うことを防止するための助言又は指導等をいう。 

特に必要と認められるときは、保護者の同意を得て、継続的な支援を実施するもの

とする（規則第36条第２項）。保護者の同意を得ることとしているのは、継続的な支

援については、被害少年のプライバシーにかかわることが多いからである。 

また、継続的な支援の実施に当たっては、臨床心理学、精神医学等の専門家の助言

を受けるなどして、被害少年の特性に留意するものとする。 

継続的な支援については、個別の事案によっては、学校等の関係機関のほか、地域

のボランティア等との協力の下に行うことが効果的な場合もあることから、必要があ

るときは、保護者の同意を得て、学校関係者その他の適当な者と協力して行うものと

する（規則第36条第３項）。保護者の同意を得ることとしているのは、これらの者と

の協力により、継続的な支援に関与する者が多くなる場合には、少年のプライバシー

に配慮することが不可欠であるからである。 

なお、特定少年である被害少年に対して継続的な支援を実施する場合には、本人の

同意を得るものとする（規則第36条第４項）。 

少年が被害者である事件について、新聞その他の報道機関等に発表する場合におい

ては、被害少年のプライバシーに十分に配慮するものとする。 

なお、被害少年について、少年事案処理簿の作成が必要と認められる場合には、少

年事件処理簿を作成することができるものとする。 

２ 福祉犯に係る活動 

⑴ 福祉犯の取締り 

福祉犯事件を認知した場合においては、時機を失することなく、捜査を行うもの

とする。警察本部長又は警察署長は、少年警察部門以外の部門に属する警察官が行

う福祉犯事件の捜査についても、少年警察部門に属する警察官による捜査・調査と

密接な関係がある場合等においては、必要に応じ、少年警察部門に属する警察官に

捜査させるよう配意するものとする。 

⑵ 福祉犯の被害少年の保護等 

福祉犯の被害少年については、当該福祉犯に係る捜査、被害少年への支援のほか、

当該少年が再び被害に遭うことを防止するため保護者その他の関係者に配慮を求め、

及び関係行政機関への連絡その他の同種の犯罪の発生を防止するため必要な措置を



執るものとする（規則第37条）。福祉犯の被害少年については、身体的・精神的な

打撃が大きく、心身に傷を受けたことが非行の原因となる場合もあることから、規

則第36条の規定による必要な支援を実施するほか、特に規定を設けたものである。

例えば、いわゆる援助交際に起因する児童買春事件にみられるように、被害少年に

おいて被害者意識が希薄であるために反復して被害に遭う場合も少なくないことか

ら、福祉犯事件について捜査をするほか、被害少年が再び被害に遭うことを防止す

るため、保護者や学校関係者等に配慮を求めるべきこととした。 

また、福祉犯については、風俗営業に係る18歳未満の者の使用や20歳未満の者に

対する酒類又はたばこの提供にみられるように、特定の営業において反復継続的に

少年が被害者となる場合もみられることから、同種の犯罪の再発を防止する観点か

ら、規則第37条では福祉犯事件に関係した事業者を指導・監督する行政機関に対し、

当該事件について連絡し、必要な行政処分等を促す等の必要な措置を執るべきこと

を規定している。「その他の同種の犯罪の発生を防止するため必要な措置」として

は、例えば、関係する業界団体に対し、再発防止のための自主的な取組を働き掛け

たり、地域住民に対する広報啓発を行ったりすること等が挙げられる。 

３ 要保護少年に係る活動 

⑴ 児童相談所への通告 

18歳未満の要保護少年について、少年に保護者がないとき又は保護者に監護させ

ることが不適当であると認められるときは、児童通告書により児童相談所に通告す

るものとする。ただし、急を要し、児童通告書を作成して通告するいとまがない場

合は、電話又は口頭により、児童福祉法第25条第１項の規定による通告であること

を告げ、児童通告書の記載事項を確実に伝達するとともに、時機を失することなく、

児童通告通知書を当該児童相談所に送付するものとする。 

通告を行わない要保護少年についても、その保護者に対する助言、学校への連絡

その他の必要な措置を執るものとする。（規則第38条第１項）。 

⑵ 一時保護 

児童福祉法第33条の規定により児童相談所長の委託を受けて要保護少年を一時保

護する場合においても、第６の15に掲げる事項に留意するものとする。 

⑶ 少年事案処理簿の作成 

児童相談所への通告が必要と認められる要保護少年については、その適正な処遇

及び健全な育成に資するため、少年事案処理簿（別記様式第16号）に事案の処理の

状況を記載するものとする。 

４ 児童虐待を受けたと思われる児童に係る活動 



⑴ 児童相談所への通告 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに、児童通告書によ

り児童相談所に通告するものとする。ただし、急を要し、児童通告書を作成して通

告するいとまがない場合は、電話又は口頭により、児童虐待の防止等に関する法律

第６条第１項の規定による通告であることを告げ、児童通告書の記載事項を確実に

伝達するとともに、時機を失することなく、児童通告通知書を当該児童相談所に送

付するものとする。 

なお、児童虐待の事実が必ずしも明らかでない場合であっても、児童虐待を受け

たと思われる場合には、児童の早期保護のため、幅広く児童相談所に通告するもの

とする。 

⑵ 一時保護 

児童福祉法第33条の規定により、児童相談所長の委託を受けて児童虐待を受けた

と思われる児童を一時保護する場合においても、第６の15に掲げる事項に留意する

ものとする。 

⑶ 関係機関との連携 

児童虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所その他の関係機関との

緊密な連携の下、当該児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導

その他の当該児童に対する支援を的確に実施するほか、児童虐待の防止等に関する

法律第10条の規定による援助の求めがあった場合においては、その求めをした者と

の適切な役割分担の下、必要な措置を執るものとする（規則第39条第３項）。 

児童虐待は、児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものである

ことに鑑み、児童の安全確保を最優先とした対応の徹底を図るとともに、被害児童

の保護に向けた関係機関との連携の強化、厳正な捜査と被害児童等の心情や特性に

配慮した聴取、被害児童に対するカウンセリング等の支援、人身安全・少年課への

情報の集約と組織としての的確な対応を執るものとする。 

また、再発を防止するために保護者に対する助言、学校への連絡等必要な措置を

執るものとする（規則第39条第１項）。 

⑷ 対応状況等の記録化 

児童虐待を受けたと思われる児童については、別に定める様式に事案の処理の状

況等を記載するものとする。 

 

 

（別記様式省略） 


